
○小牧市都市公園における自動販売機の設置に関する要綱  

平成２３年７月１２日  

２３小み第２５１号  

（趣旨）  

第１条  都市公園における自動販売機の設置については、都市公園法（昭

和３１年法律第７９号。以下「法」という。）、小牧市都市公園条例（昭

和５０年小牧市条例第２１号。以下「条例」という。）及びこれらの関

係法令等に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。  

（設置者の選定等）  

第２条  都市公園における自動販売機の設置者（以下「設置者」という。）

は、原則として、制限付一般競争入札（以下「入札」という。）の方法

により選定するものとする。  

２  前項の入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。  

３  市長と入札により選定された設置者は、都市公園における自動販売機

の設置に関する契約を締結するものとする。  

（最低使用料）  

第３条  自動販売機の設置に係る最低使用料は、使用面積１平方メートル

１年につき３，６００円とする。  

（設置の期間等）  

第４条  自動販売機の設置の期間は、３年以内とする。  

２  設置者は、自動販売機の設置までに法及び条例の規定に基づく公園施

設の設置の許可（以下「設置許可」という。）を受けなければならない。  

３  自動販売機の設置に際し、設置期間について周知を図るため、入札公

告時に、都市公園における自動販売機の設置に関する契約についての注

意事項（様式第１）を配付するものとする。  

４  契約書は、都市公園における自動販売機の設置に関する契約書（様式

第２）を例として所要の契約書を作成するものとする。  

（設置の面積）  

第５条  自動販売機の設置の面積は、都市公園の用途及び目的を妨げない



面積を限度とする。  

（使用料の算定及び改定）  

第６条  使用料は、第３条で定める最低使用料以上の入札された価格のう

ち、最高価格とする。  

２  使用料は、設置期間中は改定しないものとする。  

３  光熱水費は、設置者においてあらかじめ自動販売機に設置した専用メ

ーターにより算定するものとする。  

（使用料等の納付）  

第７条  使用料は、年１回の納付により前納させるものとする。  

２  設置者が納付期限までに使用料を納付しない場合は、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２３１条の３及び関係法令等の規定に基づき

延滞金を徴収する。  

３  設置者が納付期限までに光熱水費を納付しない場合は、納付期限の翌

日から納付した日までの期間に応じ、当該未納金額に年１４．６パーセ

ントの割合を乗じて算出した額（１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた額）を延滞金として徴収する。  

（実地調査等）  

第８条  市長は、自動販売機の設置期間中において、定期又は随時に実地

調査を実施し、設置者の設置許可に係る条件の履行状況について確認す

るとともに、設置者から自動販売機の売上状況について報告させるもの

とする。  

（原状変更及び第三者への転貸等の禁止）  

第９条  設置者が自動販売機の設置場所の原状を変更することは、認めな

いものとする。  

２  設置許可の権利を第三者に転貸し、若しくは譲渡し、又は担保に供す

ることは、認めないものとする。  

（契約の義務違反に対する措置）  

第１０条  市長は、契約に定める義務の違反を確認した場合は、次の各号

に掲げる場合に応じ、速やかに当該各号に定める措置をとるものとする。 



(1) 設置許可の期間中に指定用途以外の用途に供した場合  

ア  使用料の１年分に相当する額（以下「使用料年額」という。）の３

倍の額の違約金を徴収するとともに、相当の期間を定めて指定用途に

供すべきことを請求し、当該期間内に履行しないときは設置許可を取

り消す旨を相手方に通知する。  

イ  アの規定により定めた期間内に指定用途に供しない場合は、設置許

可を取り消すとともに自動販売機の撤去及び原状復旧を求めるもの

とする。  

(2) 設置許可の権利を第三者に転貸し、若しくは譲渡し、又は担保に供

した場合は、使用料年額の３倍の額の違約金を徴収するとともに、相

当の期間を定めて転貸し、若しくは譲渡、又は担保に供することの取

消しを求め、当該期間内に履行しないときは、設置許可を取り消す旨

を相手方に通知するものとする。  

(3) 第８条の規定による実地調査及び報告の拒否等をした場合は、直ち

に是正を求め、使用料年額と同額の違約金を徴収するものとする。  

（適用除外）  

第１１条  次の事由に該当する案件については、第２条の規定にかかわら

ず、入札によることなく設置の許可をすることができる。  

(1) 公園施設内に食堂、売店等を設置する場合で、自動販売機と一体的

な管理及び運営をすべきものと判断されるもの  

(2) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）、母子及び寡婦福

祉法（昭和３９年法律第１２９号）等の規定により福祉関係団体から

設置の申請があったもの  

(3) 施設の管理を指定管理者その他小牧市の外郭団体をして行わせる場

合で、その得られる収入が、管理業務又は自主事業の財源の一部に充

当されるもの  

(4) 施設の用途廃止を３年以内に予定しているもの  

(5) その他極めて短期的な設置であるなど入札に付することが困難と判

断されるもの  



附  則  

この要綱は、平成２３年７月１２日から施行する。  

附  則（令和元年３１小み第６４４号）  

この要綱は、令和元年７月１日から施行する。  



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１（第４条関係）  

様式第２（第４条関係）  

 


